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This article aims to study the presentation items of share acquisition rights on financial statements under IFRSs, through analysis 
of case studies. I found that there is a certain variation in the presentation items of share acquisition rights, especially stock 
options. The cause of that variation seems to depend on accounting procedures on J-GAAP, in spite of the financial statements 
under IFRSs. A proper usage of IFRSs depends on jurisdiction’s existing accounting structures, including the corporate act 
system. These cases are actually presented by applying a combination of accounting under IFRSs and J-GAAP. I also found that 
there is a unique accounting for stock option forfeiture and lapsed vested stock options. For example, in that accounting for those 
events, this treatment would reduce ‘other items of owner’s equity’ and increase ‘retained earnings’. This approach seems to be a 
proper way of accounting under IFRSs because it involves a transfer between equity items. However, from the accounting 
perspective, there is a complete distinction between capital surplus and retained earnings. The transfer between those accounts 
would lead to some problems.
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Ⅰ．はじめに

日 本 の 証 券 市 場 に お い て 国 際 財 務 報 告 基 準
（International Financial  Reporting  Standards: 
IFRS）の任意適用が開始されて10数年が経過した。
東京証券取引所が公表している資料『IFRS適用済
会社一覧』によると，2022年11月時点で218社の上
場企業がIFRSを任意適用して連結財務諸表を作成・
公表している。また，資料『IFRSを適用して新規
上場した会社一覧』に掲載されている34社を加える
と，2022年11月時点でIFRS任意適用の企業数は252
社になる。IFRSを任意適用する企業数については，
緩やかではあるものの増加の傾向にあり，IFRS適
用財務諸表としての連結財務諸表の公表の実績は着
実に積み上げられてきている 1 ）。

日本国内におけるIFRS任意適用を対象とした先
行研究は，任意適用の企業数の増加とともに増加し
ている。欧州におけるIFRSの強制適用に関する先
行研究を基礎に，日本国内のIFRS任意適用企業の
特性や，任意適用により会計数値にどのような影響
が生じるかについて検討がなされている。さらに，
特定の会計項目に着目して，IFRS適用財務諸表に
おいてどのような開示がなされているかを検討して
いるものも増加している 2 ）。

本稿は，IFRS適用財務諸表における新株予約権
の表示について実態調査を行い，新株予約権の表示
や会計処理に対して事例分析を行う。具体的には，
IFRS適用財務諸表において，新株予約権がどのよ
うな表示項目として示されているか，また注記にお
いてどのような補足説明がなされているかについて
調査結果を示し，それらの取扱いの背景にある会計
処理や要因について検討を加える。

本稿が新株予約権の表示を議論の対象とする理由
としては，第 1 に，IFRS適用財務諸表における新
株予約権の表示に一定程度のばらつきがみられるか
らである。新株予約権の表示にばらつきを生じさせ
る一因としては，概念フレームワークを含めIFRS
と日本基準において，新株予約権の取扱いに顕著な
差異が存在していることがあげられる。日本基準で
は新株予約権が独立した表示項目で表示される。
IFRSでは，株式の払込金と同様に扱われることが
求められているが，具体的な表示項目が定められて
いるわけではない。本稿は，IFRS適用財務諸表に
おいて新株予約権が一定程度の幅をもった形式で表
示されている状況を明らかにし，その要因について

検討を加える 3 ）。
第 2 に，新株予約権の会計処理や表示について，

負債や資本さらには利益といった基礎概念の観点か
ら取り扱ってきた議論に対して実態調査にもとづく
一定の知見を提示することができるからである。す
でに述べたように，新株予約権の会計処理や表示に
ついては，日本基準とIFRSおよび米国会計基準と
の間に顕著な差異がみられており，これらの差異
は，多くの先行研究において取り上げられ議論がな
されてきた。株式コール・オプションを負債とする
か資本とするかの議論はとくに大きな関心を集め
た。それは，株式コール・オプションを負債とする
か資本とするかで利益の概念が異なってくるからで
ある 4 ）。新株予約権の表示に関する実態，とくに
IFRS適用財務諸表における新株予約権の表示につ
いて詳細な調査を行った先行研究は少ない。本稿
は，基礎概念にもとづく新株予約権の会計処理や表
示を扱った議論に対して，実態調査にもとづく一定
の知見を提示することができる。

本稿が新株予約権の表示を議論の対象とする第 3
の理由としては，会社法を含めたローカル・ルール
である日本の会計制度による制度的な背景を前提に
したIFRSの適切な運用に関する議論を扱うことが
できるからである。国内外の先行研究においては，
IFRS適用がローカル・ルールとの兼合いでどのよ
うに実施されるべきかといった議論が盛んに行われ
てきた 5 ）。この議論には，IFRSの適用を適切に運
用しようとするエンフォースメントに関する議論も
含まれる。すでに述べたように，IFRS適用財務諸
表における新株予約権の取扱いについては，IFRS
と日本の会計制度との差異に起因して，表示や失効
の会計処理についてばらつきがみられる。既存の会
計制度との関連で生じるばらつきは，IFRSの適切
な運用を達成するうえで検討を要する課題であると
みることができる。また，本稿は，それらのばらつ
きがどのような形で生じているかということを明ら
かにし，その要因について検討を加えるものである
が，このような取組みは，IFRSが適切に運用され
ているかその妥当性を評価することに寄与する。
IFRS適用財務諸表において，仮に日本の会計制度
に沿った形で会計処理が行われていた場合，IFRS
の原則的な考え方に沿った処理が達成されているの
か，実態調査のうえで評価することができる。
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Ⅱ．日本におけるIFRS任意適用の制度

1．法令の改正と開示例の公表
企業会計審議会が2009年 6 月に公表した『我が国

における国際会計基準の取扱いについて（中間報
告）』において，IFRSにもとづく連結財務諸表の作
成を容認することが打ち出された。これを受けて，
金融庁および法務省は，2009年12月に連結財務諸表
の用語，様式及び作成方法に関する規則等の一部を
改正する内閣府令，会社計算規則の一部を改正する
省令を公布・施行した。これらの改正により，金融
庁長官が指定するIFRSとしての指定国際会計基準
にもとづいて，金融商品取引法に規定する連結財務
諸表の作成が容認され，会社法における連結計算書
類の作成も指定国際会計基準にもとづいて行うこと
ができるようになった。

また，金融庁は，2010年 3 月期からIFRSの任意
適用が開始されるにあたり，企業がIFRSにもとづ
く連結財務諸表を作成するにあたっての実務の参考
として，2009年12月に『国際会計基準に基づく連結
財務諸表の開示例』（以下，2009年開示例）を公表
した。この2009年開示例は，IFRS適用による開示
について参考となるような例を示したものである。
その役割は，IFRS適用における開示を実務におい
て形成していくための出発点とされており，法的な
拘束力はない。2009年開示例においては，連結財務
諸表の表示で用いられる項目とその配列，さらには
注記において補足説明が必要とされる内容が示され
ており，任意適用の要件をみたす特定会社による，
指定国際会計基準にもとづく金融商品取引法の連結
財務諸表の作成に資するような説明がなされている。

その後，2015年 6 月30日に安倍政権のもとで閣議
決定された「『日本再興戦略』改訂2015」において
は，「IFRS適用企業やIFRSへの移行を検討してい
る企業等の実務を円滑化し，IFRSの任意適用企業
の拡大促進に資するとの観点から，IFRS適用企業
の実際の開示例や最近のIFRSの改訂も踏まえ，
IFRSに基づく財務諸表等を作成する上で参考とな
る様式の充実・改訂を行う」（p. 129）こととされ，
IFRS任意適用企業の拡大促進に資する方策が強化
されることになった。これを受けて，金融庁は，
IFRSにもとづく連結財務諸表の作成にあたっての
実務の参考事例をより詳細に示すために，2009年公
表『国際会計基準に基づく連結財務諸表の開示例』
を改訂し，2016年 3 月に『IFRSに基づく連結財務

諸表の開示例』（以下，2016年開示例）を公表した。
改訂内容としては，当時のIFRSの最新動向をふま
え，表形式による開示例および注記内容の改善があ
げられる。また，この2016年開示例については，
IFRS任意適用企業の実際の開示（2015年12月末ま
での63社の公表IFRS財務諸表）を参考に，多くの
企業において必要となると考えられる項目を対象に
して作成されており，企業の開示負担にも配慮した
という点があげられている。なお，2016年開示例は，
企業会計基準委員会（Accounting Standards Board 
of Japan: ASBJ）の運営母体である財務会計基準機
構の協力のもとで作成されている。

2 �．新株予約権の会計ルールとIFRS適用財務諸表
の開示例
新株予約権の会計処理や表示は，ストック・オプ

ションなどの株式報酬や新株予約権付社債の資本要
素を扱う会計基準および実務指針にもとづいて行わ
れる。また，それらの会計基準や実務指針における
会計処理の基礎として，企業会計の原則的な考え方
を提示する概念フレームワークがあげられ，これも
新株予約権の会計処理や表示を説明するうえで不可
欠な存在となる。IFRSと日本基準における新株予
約権の会計処理や表示の概要を述べると次のように
なる。IFRSにおいて，新株予約権は，資本（equity）
に含められて表示され，それが失効しても戻入益が
計上されることはなく，継続して資本項目のまま扱
われることになる。このような処理の背景には，新
株予約権の発行における払込相当部分を株式の発行
における払込金と同様に扱おうとする考え方が存在
している 6 ）。一方，日本基準においては，新株予約
権は純資産に含められるものの，株主資本からは除
外されている。新株予約権の発行時点においては，
IFRSと異なり，新株予約権の発行における払込相
当部分が株式の発行における払込金と区別されてい
るのである。また，失効した際には，戻入益が計上
され，当期純利益を介して利益剰余金に算入される
ことになる。

2009年開示例では，IFRSが適用された連結財務
諸表のひな形が示されており，連結財政状態計算書
の資本区分は，図表 1 のように示されている。日本
基準との相違点は，まず「自己株式」が資本金およ
び資本剰余金の次に表示されている点があげられ
る。日本基準では，自己株式は株主資本全体からの
マイナス項目として位置づけられているが，IFRS
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いる部分であるという指摘を加えることができる。
一方，2009年開示例における連結持分変動計算書の
ひな形は図表 2 のように示されている。連結持分変
動計算書の列項目にみられる表示科目と配列は，連
結財政状態計算書にもとづいている。日本基準で
は，新株予約権が連結株主資本等変動計算書の列項
目として示されているが，ここでのIFRSにもとづ
く連結持分変動計算書では示されていない。さら
に，2009年開示例において示されるIFRS適用財務
諸表の注記項目として，「注記 3 . 重要な会計方針」
のうちの「⑿株式報酬」，「注記18. 資本及びその他
の資本項目」，および「注記33. 株式報酬」といった
項目があげられており，これらの注記項目において
新株予約権の取扱いに関する補足説明がなされるも
のと想定される。加えて，「注記40. 初度適用」にお
いては，日本基準ベースの表示からIFRSベースの
表示に組み替えを行うための調整表が提示されてい
る。ここでは，日本基準における「新株予約権」が，
IFRS適用財務諸表においてどのような表示項目に
振り替えられるかを確認することができる。

図表 3 は，2016年開示例における連結財政状態計
算書の資本区分の表示を示している。2009年開示例
における資本区分の表示と若干の相違がみられる。
まず，「自己株式」が「利益剰余金」の下に配置さ
れており，日本基準における株主資本の表示と一致
している。また，「自己株式」の下には「その他の
資本の構成要素」が配置されており，これは「その
他の包括利益累計額」に相当するから，2016年開示

の資本区分の表示においては，払込資本からのマイ
ナス項目として扱われている。次に，「その他の資
本の構成要素」という項目が表示項目として示され
ているが，これは，日本基準でいうところの「その
他の包括利益累計額」に相当する。このことから，
株主からの拠出部分をあらわす払込資本については，
資本金および資本剰余金の範囲で解釈することがで
きる。さらに，「その他の資本の構成要素」の次に

「利益剰余金」が示されているのも特徴的である。
これは，「その他の資本の構成要素」に資本剰余金
の一種を含めて扱うことができるという余地を示唆
している。加えて，IFRS適用財務諸表において，
新株予約権が独立した表示項目として示されていな
いということが確認できる。最後に，「親会社の所
有者に帰属する持分合計」は，自己資本に相当して

図表 2　2009年開示例における連結持分変動計算書の表示

注
記

資
本
金

資
本
剰
余
金

自
己
株
式

為
替
換
算
差
額

…

利
益
剰
余
金

合
計

非
支
配
持
分

合
計

20xx年 4 月 1日時点の残高
　当期利益
　その他の包括利益
当期包括利益合計
　　新株の発行
　　…
　　配当金
　　株式報酬取引
　…
所有者との取引額合計
20xx年 3 月31日時点の残高

（出所）金融庁．2009．『国際会計基準に基づく連結財務諸表の開示例』。

図表 1　2009年開示例における資本の表示
連 結 財 政 状 態 計 算 書
に お け る 資 本 区 分 の 表 示
資本
　資本金
　資本剰余金
　自己株式
　その他の資本の構成要素
　利益剰余金
　親会社の所有者に帰属する
　持分合計
　非支配持分
　資本合計

（出所） 金融庁．2009．『国際会計基準に基づく連結
財務諸表の開示例』。
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例における資本の表示は，現行の日本基準における
連結貸借対照表の株主資本・純資産関連の表示とほ
ぼ一致しているとみることができる。また，2016年
開示例における連結持分変動計算書の表示は，連結
財政状態計算書の配列にもとづいて資本金や資本剰
余金の列項目が配置されている。2009年開示例と若
干異なる点としては，「その他の資本の構成要素」
という表示項目が列項目として示されており，「そ
の他の資本の構成要素」の内訳項目として為替換算
差額などの個々のその他の包括利益項目が示されて
いる。新株予約権の取扱いに関わる注記事項につい
ては，2009年開示例から大きな変更はないものとみ
られる。

2016年開示例における資本区分の表示は，2009年
開示例と異なり，日本基準にみる表示形式にほぼ一
致したものとなっている。2016年開示例が，ASBJ
の運営母体である財務会計基準機構の協力を得て作
成されたということに起因している可能性がある。
もっとも，IFRSの適用を適切に運営していく制度
的な仕組みのなかで，開示例が日本の会計制度に大
きく依存していることは必ずしも問題とはいえな
い。IFRSでは財務諸表における細かな表示項目や
形式は取り決められておらず，IFRSを適切に利用
するには各国・地域の管轄における既存の会計制度
に依拠する必要がある。IFRSの適用に際しては，
細かな表示項目や形式について各国・地域における
既存の会計制度に依拠することで，IFRS適用財務
諸表の品質をコストを節約しながら保つことができ
るものと考えられる。また，IFRS適用財務諸表を
国内の証券市場で作成・公表することを認めるので
あれば，IFRS適用財務諸表と日本の会計制度のも
とで成立する財務諸表との比較可能性を確保する必

要がある。IFRS適用財務諸表がその表示項目や形
式について，日本の会計制度と可能な限り整合的で
あれば，このような比較可能性の確保につながりう
る。金融庁による開示例の公表は，IFRSの運用を
適切に行い，既存の会計制度のもとで作成される財
務諸表との比較可能性を確保することに大きく寄与
していると考えられる。

Ⅲ�．IFRS適用財務諸表における新株予約権
の表示に関する調査内容

IFRS適用財務諸表における新株予約権の表示に
ついて調査を実施するにあたり，対象企業について
は，2022年11月時点の東京証券取引所の公表資料

『IFRS適用済会社一覧』および『IFRSを適用して
新規上場した会社一覧』におけるIFRS適用企業の
計252社とした。調査方法としては，株式会社プロ
ネクサスの企業情報データベースeolを用いて有価
証券報告書および2023年 3 月期四半期報告書を閲覧
のうえデータを収集した。収集したデータは下記の
ようになる。

・ 連結財務諸表における新株予約権の表示：連結財
務諸表上で新株予約権をあらわす表示項目の種類
と件数（ 1 社につき 1 件）を収集した。収集にあ
たっては，各対象企業のIFRS適用初年度および
それ以降の連結財務諸表を閲覧した。

・ 新株予約権をあらわす表示項目の補足説明の有無
と程度：新株予約権をどのような表示項目に含め
て扱っているかという補足説明の内容，その補足
説明を行っている注記の場所，さらにはその補足
説明の程度が明確か否か（新株予約権が連結財務
諸表上の特定の表示項目に含まれているという記
述・説明があれば「明確」，そうでなければ「不
明確」）をデータとして収集した。

・ 調査対象となる新株予約権の内容：ストック・オ
プション（通常型・株式報酬型の別）として発行
されているか，新株予約権付社債の資本要素とし
て存在しているかなどの情報をデータとして収集
した。

連結財政状態計算書上で「新株予約権」という独
立の表示項目は原則存在しないので，連結持分変動
計算書の列項目の内訳項目や注記における新株予約
権の表示に関する補足説明を主たる調査対象とし

図表 3　2016年開示例における資本の表示
連 結 財 政 状 態 計 算 書
に お け る 資 本 区 分 の 表 示
資本
　資本金
　資本剰余金
　利益剰余金
　自己株式
　その他の資本の構成要素
　親会社の所有者に帰属する
　持分合計
　非支配持分
　資本合計

（出所） 金融庁．2016．『IFRSに基づく連結財務諸表
の開示例』。
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た。集計にあたって，本稿では，IFRS適用企業に
よる新株予約権の表示に関する会計方針を調査対象
としているため，新株予約権の表示については 1 社
につき 1 件のデータを収集した。具体的には，
IFRS適用初年度において調査対象企業が新株予約
権を発行して残高を有しているかどうか調査を行い，
さらにIFRS適用初年度に新株予約権の残高がなけ
れば，適用初年度の次年度以降で新株予約権を発行
しているか調査を行った。

また，本稿は，新株予約権の表示項目について調
査を実施したうえで，その背景にある会計処理の考
え方について検討を行うので，新株予約権の失効に
ついても調査を行った。IFRSと日本基準で会計処
理が顕著に異なる部分として，失効の会計処理が注
目される。この場合の調査では，連結持分変動計算

書上で「新株予約権の失効」という行項目の記載を
検索対象とした。新株予約権の失効の調査では，延
べ件数をカウントした。IFRS適用企業における新
株予約権の失効に対する会計方針をデータとして収
集するにあたっては，IFRS適用初年度以降で初め
て観察された失効の処理を調査対象とした。有価証
券報告書内で新株予約権の失効を記述しているが，
連結持分変動計算書で表示されていないケースも
あった。これについては収集データから除外した。

Ⅳ�．IFRS適用財務諸表における新株予約権
の取扱いに関する調査の結果

1．新株予約権の表示に関する調査の結果
本稿の調査対象となるIFRS適用企業によるIFRS

図表 4　IFRSの導入件数（東証業種別分類・中分類）
年 3 月期 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 総計 （%）

水産・農林業 1 1 0.4
食料品 1 2 2 4 3 1 13 5.2
繊維製品 1 1 1 3 1.2
化学 1 4 5 3 1 1 1 16 6.3
医薬品 6 3 1 1 4 1 1 2 1 20 7.9
石油・石炭製品 1 1 0.4
ゴム製品 1 1 1 1 1 5 2.0
ガラス・土石製品 1 1 1 3 1.2
鉄鋼 1 2 1 4 1.6
非鉄金属 1 1 2 0.8
金属製品 2 1 3 1.2
機械 2 2 2 5 3 1 2 17 6.7
電気機器 1 1 1 4 2 6 2 6 1 2 26 10.3
輸送用機器 5 2 2 2 2 1 1 1 16 6.3
精密機器 1 1 1 4 7 2.8
その他製品 3 3 1.2
電気・ガス業 1 1 0.4
陸運業 1 1 2 0.8
空運業 1 1 0.4
情報・通信業 2 3 3 7 2 8 3 7 2 2 39 15.5
卸売業 1 2 4 2 1 1 2 13 5.2
小売業 1 2 2 2 2 9 3.6
証券，商品先物取引業 2 2 0.8
その他金融業 2 1 1 1 1 6 2.4
不動産業 1 1 1 3 1.2
サービス業 1 1 5 2 6 6 4 2 3 3 3 36 14.3

総　計 1 2 2 6 17 30 20 37 33 39 22 19 14 10 252 100
（注）2023年 3 月期四半期報告書のデータを含んでいる。
（出所）収集データにもとづいて筆者が作成。

経済科学第 70 巻第3号（2023年）

― 16 ―



導入を年 3 月期の期間ごとに東証業種別分類（中分
類）にもとづいてカウントしたものが図表 4 である。
2022年11月時点における業種別のIFRSの導入件数

（総計）は，情報・通信業，サービス業，電気機器
の順に高い割合となっている。安倍政権のもとで閣
議決定された『日本再興戦略―JAPAN is BACK―』

（2013）において，IFRSの任意適用の拡大促進が打
ち出されて以降，IFRSを導入する上場企業の増加
傾向に勢いがみられた 7 ）。増加の勢いは2019年度ま
でみられたが，2020年度以降においてはその増加の
傾向は緩やかとなっている。

これらのIFRS適用企業を対象に新株予約権が連
結財政状態計算書および連結持分変動計算書におい
て，どのような表示項目として示されているか整理
したものが図表 5 となる。「資本剰余金」に含めて
処理している企業が103社で最も多かった。次に件
数が多い処理方法としては，74社で「その他の資本
の構成要素」に含めて処理する場合であった。「そ
の他の資本剰余金」を資本剰余金の一種として独立
の表示項目で新株予約権を表示している企業は 2 社
であった。また，IFRSのもとでは新株予約権が独
立の表示項目として定められていないにも関わら
ず，連結財務諸表上で「新株予約権」という表示項
目を設けている企業が 2 社あった。「非支配持分」
は，子会社発行ストック・オプションについての取
扱いであった。「その他の流動負債」は，IAS 32に
おいて資本項目の要件とされる「fixed for fixed 
condition」を満たさないストック・オプションに
ついて負債分類するものであった。「不明」として
いるのは，新株予約権の残高を有していなかった

ケースになる。
「資本剰余金」として処理する方法については，

新株予約権の発行における払込相当部分を株式の発
行における払込金と同一視するような考え方に依拠
しているとみられる。他方，次に件数として多かっ
た「その他の資本の構成要素」として処理する方法
は，新株予約権を不確実性を有する項目として，そ
の他の包括利益とまとめて扱うようなものである。
これは，日本基準にみられる，純資産のうち株主に
帰属しない部分（純資産と株主資本の差異）として
扱う考え方に近いものである。新株予約権を所有者
の拠出部分として資本計上するが，その不確実性を
考慮した扱いであり，ユニークな処理として注目す
ることができる。

また，本稿の調査においては，新株予約権をあら
わす表示項目の集計にあたり，表示や注記における
補足説明の程度について測定を試みた。下記の①か
ら③は，連結持分変動計算書の表示や，重要な会計
方針注記（株式報酬），資本注記，株式報酬注記に
おいて観察された補足説明の記載内容例であり，こ
れらの内容について，新株予約権を①具体的な表示
項目で明確に説明している場合は 2 を，②具体的な
表示項目で説明することなく不明確な説明がなされ
ている場合は 1 を，③説明がなされていない（触れ
られていない）場合は 0 を割り当てた。

①補足説明の程度で 2 を割り当てる場合：
・ 連結持分変動計算書において，「ストック・オプ

ションの付与」，「株式報酬取引」，または「転換
社債型新株予約権付社債の発行」の行項目で，「資
本剰余金」または「その他の資本の構成要素」の
内訳項目としての「新株予約権」の列項目が増加
している。

・ 重要な会計方針注記（株式報酬）において，ス
トック・オプションについては権利確定期間に費
用計上し同額を「資本剰余金」または「その他の
資本の構成要素」の増加として認識するというこ
とが明記されている。

・ 資本注記，株式報酬注記，または資本調整注記に
おいて，新株予約権が「資本剰余金」または「そ
の他の資本の構成要素」の内訳項目として説明さ
れている。

・ 株式報酬注記において，新株予約権が「資本剰余
金」または「その他の資本の構成要素」の内訳項
目として説明されている。

図表 5 �　IFRS適用財務諸表における新株予約権の
表示項目と件数

表示項目 件数（社） （%）
資本剰余金 103 40.7
その他の資本剰余金 2 0.8
その他の資本の構成要素 74 29.2
新株予約権 2 0.8
非支配持分 2 0.8
その他の流動負債 1 0.4
不明 69 27.3

総　計 253 100
（注） 同一企業（ 1 社）において新株予約権が異なる表示

項目（子会社発行SO：非支配持分，親会社発行SO：
その他の資本の構成要素）で示されていたので252件
に 1 件の表示項目を追加している。

（出所）収集データにもとづいて筆者が作成。
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・ IFRS初年度適用の調整注記またはそこで提示さ
れる調整表において，新株予約権が「資本剰余金」
または「その他の資本の構成要素」に振り替えら
れている。

②補足説明の程度で 1 を割り当てる場合：
・ 連結持分変動計算書において，「ストック・オプ

ションの付与」，「株式報酬取引」，または「転換
社債型新株予約権付社債の発行」の行項目で，「資
本剰余金」または「その他の資本の構成要素」の
列項目が増加している。これは，「資本剰余金」
または「その他の資本の構成要素」が増加してい
る状況を指すが，新株予約権の残高が増加してい
るか不明確な状況を指している。この場合，注記
におけるストック・オプション契約に関する情報
などを参照して付与の有無を確認し表示項目を推
定している。

・ 株式報酬注記において，ストック・オプションに
ついては権利確定期間に費用計上し同額を「資
本」の増加として認識するということが記述され
ている。これは，「資本」項目のうち，どの表示
項目に含めて処理しているか不明確な状況を指し
ている。

③ 補足説明の程度で 0 を割り当てる場合：連結持分
変動計算書において株式報酬関連の記載がない状
況，または株式報酬注記および資本注記などにお
いて新株予約権の取扱いに関する補足説明がない
状況を指す。

図表 5 で示したように，新株予約権をあらわす表
示項目としては，「資本剰余金」と「その他の資本
の構成要素」で大きく 2 つの表示項目に分類され
た。新株予約権が「資本剰余金」または「その他の
資本の構成要素」といった表示項目で示される場合
で，補足説明が明確になされているもの（程度が 2 ）
と，不明確になされているもの（程度が 1 および 0 ）

の件数は図表 6 のようになる。
新株予約権が「資本剰余金」に含まれて示されて

いる場合で，103件のうち83件が連結持分変動計算
書内または各種注記のいずれかで，新株予約権が

「資本剰余金」として表示されていることが明確に
説明されていた。また，「その他の資本の構成要素」
として表示する場合でも，74件のうち72件で明確な
補足説明がなされていた。IFRS適用財務諸表にお
いて，新株予約権の取扱いについては明確な補足説
明がなされている状況が確認される。IFRS適用財
務諸表においては，新株予約権に関する開示が積極
的になされているとみることができる。これは，
IFRSと日本基準との間に顕著な差異があることが
影響している可能性がある。

2 �．ストック・オプションの通常型・株式報酬型
の別による新株予約権の表示
本稿の調査対象となる新株予約権の多くはストッ

ク・オプションを目的に発行されたものであった。
観察されたストック・オプションについては，注記
における記述を参考にして通常型と株式報酬型に分
類することができる。通常型とは，権利行使価格が
付与日の株価や各企業の報酬制度におけるインセン
ティブの設定などにもとづいて適切な水準で定めら
れるものであり，権利行使時には一定の払込金が生
じる。他方，株式報酬型は一般的に権利行使価格が
1 円のものを指しており，通常型と比べて権利行使
の可能性が高いといわれている。

ストック・オプションについて，通常型か株式報
酬型かの違いにより，権利行使の可能性が変わって
くるのであれば，ストック・オプションとして付与
した新株予約権については，その将来の行使状況を
踏まえた処理がなされるものと考えられる。すなわ
ち，通常型のストック・オプションについて，株式
報酬型のものと比べて権利行使がなされる可能性が
相対的に低いとみるのであれば，株式の払込金と同
様に確定した拠出として捉えるのではなく，その他

図表 6 �　IFRS適用財務諸表における新株予約権の表示項目と件数（補足説明の程度別）
表示項目 明確（ 2 ） 不明確（ 1 ,  0 ） 総計

資本剰余金 83 20 103
その他の資本の
構成要素 72 2 74

総　計 155 22 177
（出所）収集データにもとづいて筆者が作成。
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の包括利益と同様に不確実性を有する項目として
「その他の資本の構成要素」に含めて処理すること
が予想される。他方，株式報酬型のストック・オプ
ションであれば，権利行使の可能性が通常型のもの
よりも高くなると見込まれるので，株式の払込金と
同様な処理を行うことが望ましく，よって確定した
拠出とみなして「資本剰余金」に含めて処理すると
いうことが予想される。

新株予約権を「資本剰余金」または「その他の資
本の構成要素」として示す場合で，ストック・オプ
ションにおける通常型と株式報酬型の別で表示項目
の件数を整理したのが図表 7 である。図表 7 の「通
常型」と表記している件数は，特定の企業が通常型
のストック・オプションのみを発行しているケース
をカウントしたものである。また，「株式報酬型」
と表記している件数は，特定の企業が株式報酬型の
ストック・オプションのみを発行しているケースを
カウントしたものである。なお，「両方」とは，特
定の企業が，通常型と株式報酬型の両方を採用して
発行しているケースをカウントしたものである。

新株予約権を通常型のストック・オプションとし
て発行している場合では，95件のうち，50件（53%）
が「資本剰余金」として処理され，45件（47%）が

「その他の資本の構成要素」として処理されていた。
両者の割合はおよそ半々であり，とくに将来におけ
る権利行使の可能性をふまえた表示項目の選択がな
されている，とはいい切れない。また，株式報酬型
のストック・オプションとして付与している場合で
は，50件のうち，32件（64%）が「資本剰余金」と
して処理され，18件（36%）が「その他の資本の構
成要素」として処理されていた。株式報酬型のス
トック・オプションの場合では，「資本剰余金」と
して処理されている割合が高い。株式報酬型の権利
行使の可能性が高いことをふまえて，株式の払込金
と同様に，確定した拠出として「資本剰余金」に含
めて処理する傾向が存在している可能性もある。同
一企業で通常型と株式報酬型の両方を用いてストッ

ク・オプションを発行している企業については，24
社が観察された。この24社のうち，通常型と株式報
酬型の両方をあわせて「資本剰余金」として処理し
ている場合が14件，「その他の資本の構成要素」と
して処理している場合が10件であった。全体を通し
て「資本剰余金」として処理する割合が相対的に高
い状況にある。これは単純にIFRSの考え方に沿っ
て新株予約権を確定した拠出として扱う傾向が存在
している可能性もある。この場合，ストック・オプ
ションの通常型・株式報酬型の別は，新株予約権の
表示項目に影響を及ぼさないということが考えられ
る。

3 �．新株予約権の失効の取扱いから想定される会
計処理
本稿では，新株予約権の失効に関するデータも収

集した。調査対象となる2022年11月時点のIFRS適
用企業において観察された新株予約権の失効の延べ
件数は73件であった。興味深いことに，新株予約権
の失効の処理については，発行時に増加させていた
資本項目を減少させて，他の払込資本項目に振り替
える処理が観察される一方で，なかには利益を源泉
とする資本項目である利益剰余金に振り替えるケー
スの観測数も少なくなかった。本稿では，新株予約
権の失効に関する取扱いで，発行時に増加させた資
本項目を減少させて払込資本を源泉とする資本項目

（資本剰余金）を増加させる処理をIFRSタイプの失
効処理とし，発行時に増加させた資本項目を減少さ
せて，利益を源泉とする資本項目（利益剰余金）を
増加させる処理を日本基準タイプの失効処理として
位置づけてデータを収集した。なお，有価証券報告
書内の記述で新株予約権の失効が確認されるもの
の，その処理が連結持分変動計算書内で確認できな
い場合もみられ，このケースについては不明として
扱った。図表 8 は，調査対象であるIFRS適用企業
で観察された新株予約権の失効の件数73件を失効処
理のタイプ別に分類したものである。観察された新

図表 7 �　IFRS適用財務諸表における新株予約権（SO）の表示項目と件数（通常型・株式報酬型の別）
表示項目 通常型（%） 株式報酬型（%） 両方（%） 総計

資本剰余金 50（53） 32（64） 14（58） 96
その他の資本
の構成要素 45（47） 18（36） 10（42） 73

総　計 95（100） 50（100） 24（100） 169
（注） 子会社発行SOで通常型・株式報酬型の別が把握できなかったものなどが 8 件あり，それらは除外している。
（出所）収集データにもとづいて筆者が作成。
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株予約権の失効の件数73件のうち，17件（23.3%）
がIFRSタイプの失効処理であり，41件（56.2%）が
日本基準タイプの失効処理であった。15件（20.5%）
については，処理の内容が判別できないものであっ
た。日本の会計制度の影響とみられるが，失効に際
して利益を源泉とする利益剰余金に振り替える処理
が半数以上の割合で観察された。また，件数でみて
も日本基準タイプの失効処理の件数はIFRSタイプ
の失効処理の件数の 2 倍以上であった。

さらに，調査対象となっている2022年11月時点の
IFRS適用企業252社における新株予約権の失効に対
する会計方針を調査するため， 1 社につき 1 件の失
効をデータとして整理した。252社のうち48社にお
いて新株予約権の失効が観察され，さらにその36社
で連結持分変動計算書内での資本項目間の振替えの
処理が観察された。連結持分変動計算書内で新株予
約権の失効の処理が観察されたIFRS適用企業36社
のうち，失効処理タイプの別および表示項目の別で
データを整理したのが図表 9 である。

まず，IFRS適用企業252社のなかで連結持分変動
計算書内で失効における振替えの処理が観察された
36件（36社）のうち，12件（33.3%）がIFRSタイプ

の失効処理を実施し，24件（66.7%）が日本基準タ
イプの失効処理を実施していることが観察された。
失効の延べ件数を扱った図表 8 でも同じ傾向がみら
れており，IFRSタイプの 2 倍の件数で日本基準タ
イプの失効処理が観察された。また，IFRSタイプ
の失効処理の12件においては，新株予約権の表示項
目がすべて「その他の資本の構成要素」であった。
そこで想定される会計処理は，「その他の資本の構
成要素」を減少させて「資本剰余金」を増加させる
ものである。IFRSタイプの失効処理を行う企業で
新株予約権を発行当初に「資本剰余金」として処理
している件数が 0 なのは，発行時に「資本剰余金」
として処理した場合，失効が生じても他の払込資本
に振り替える必要がないということが考えられる。
つまり，連結持分変動計算書において失効の事象が
扱われず，表示の対象にならないということであ
る。さらに，日本基準タイプの失効処理において，
新株予約権の表示項目については，「資本剰余金」
が11件，「その他の資本の構成要素」が13件であっ
た。つまり，「資本剰余金」が減少して「利益剰余金」
が増加しているケースが11件，「その他の資本の構
成要素」が減少して「利益剰余金」が増加している
ケースが13件であった。

IFRSタイプの失効処理においては，「その他の資
本の構成要素」から「資本剰余金」に振り替えられ
る処理がみられたが，これは，すでに述べたように，
たとえIFRSを適用したとしても新株予約権を未確
定の拠出項目として扱うものとみられる。また，「資
本剰余金」に振り替える理由としては，失効によっ
て新株予約権者の持分が放棄されることにより，既
存株主にその拠出部分が譲渡されるという解釈があ
げられる。新株予約権者が放棄した持分相当部分
は，既存株主の拠出部分と区別する必要がないとす
る考え方である。他方，日本基準タイプの失効処理

図表 9　IFRS適用企業における新株予約権の失効の件数（失効処理タイプの別・表示項目の別）
新株予約権の表示項目

表示：件数（%） 資本剰余金 その他の資本
の構成要素 総　計

失効処理のタイプ　うち
IFRSタイプ：

（資本剰余金を増加させる処理）
0（  0） 12（100） （33.3）

12（100）

日本基準タイプ：
（利益剰余金を増加させる処理） 11（48） 13（  52） （66.7）

24（100）
総　計 11  　　 25　　　 36（100）

（出所）収集データにもとづいて筆者が作成。

図表 8 �　IFRS適用企業における新株予約権の失効
の件数（延べ件数）
失効処理のタイプ 件数 （%）

IFRSタイプ：
（資本剰余金を増加させる処理） 17 23.3

日本基準タイプ：
（利益剰余金を増加させる処理） 41 56.2

不明 15 20.5
総　計 73 100

（注） なお，73件のうち 2 件はIFRS適用年度の前年度の連結財
務諸表をIFRSで作成した場合に観察できるものである。
失効の存在が観察できて，IFRSが適用された結果が示さ
れていたため件数に加えている。

（出所）収集データにもとづいて筆者が作成。
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に着目すると，表示項目の別の観点からは，「資本
剰余金」から「利益剰余金」に振り替える件数と，

「その他の資本の構成要素」から「利益剰余金」に
振り替える件数はほぼ同程度であった。日本基準タ
イプの失効処理でみられる，「その他の資本の構成
要素」から「利益剰余金」への振替えについては，
日本基準における処理との整合性が強調される。日
本基準では失効によって戻入益を計上し，利益剰余
金に算入されることになるからである。また，「利
益剰余金」に振り替えられる理由としては，新株予
約権者によって放棄された持分を既存株主からの拠
出部分と区別するということが考えられる。つま
り，資本金および資本剰余金を所有者たる株主から
の拠出に限定するという考え方，さらには所有者の
拠出でなければ利益として扱うという考え方が想定
される。IFRS適用財務諸表でありながら，発行時
や失効時において，新株予約権の発行における払込
相当部分と株式の払込金とが区別されており，この
ような考え方は，日本の会計制度による制度的な背
景が影響しているものと推定できる。また，日本基
準タイプの失効処理においては，新株予約権の失効
で「資本剰余金」を減少させて，「利益剰余金」を
増加させる処理もみられたが，これは，IFRSの適
用という面では資本項目間の振替えに該当し適切な
処理がなされているという見方が可能である 8 ）。し
かしながら，企業会計の一般的な原則である資本剰
余金と利益剰余金の区別の考え方からは逸脱するも
のであるとみることができる。新株予約権の発行当
初において，新株予約権の発行における払込相当部
分を株式の払込金と同様に扱って「資本剰余金」と
して処理していたのであれば，「利益剰余金」に振
り替える処理は，株式の払込金に対する処理と整合
性を欠くものになってしまう。

Ⅴ．おわりに―要約と今後の課題

本稿は，IFRS適用財務諸表における新株予約権
の表示や失効の会計処理について実態調査を行った。
調査結果を要約すると次のようになる。

・ IFRS適用財務諸表において新株予約権の多くは，
「資本剰余金」または「その他の資本の構成要素」
に含めて表示されていた。表示項目として最も件
数が多かったのは，「資本剰余金」であった。

・ IFRS適用財務諸表および注記においては，新株

予約権をどのような表示項目として取り扱うかと
する補足説明が十分になされていたとみることが
できる。

・ IFRS適用財務諸表において，新株予約権を「資
本剰余金」とするか，「その他の資本の構成要素」
とするかの要因として，ストック・オプションの
通常型と株式報酬型の別を想定することができた。
調査結果として明確な指摘は困難であるものの，
通常型よりも権利行使される可能性が高い株式報
酬型のストック・オプションについて，「その他の
資本の構成要素」として処理する件数よりも「資
本剰余金」として処理する件数の方が多かった。

・ IFRS適用財務諸表における新株予約権の失効の
処理については，IFRSタイプの失効処理（発行
時に増加させていた資本項目を減少させて払込資
本を源泉とする資本項目［資本剰余金］を増加さ
せる処理）と日本基準タイプの失効処理（発行時
に増加させていた資本項目を減少させて利益を源
泉とする資本項目［利益剰余金］を増加させる処
理）が観察された。観察された日本基準タイプの
失効処理の件数は，IFRSタイプの失効処理の件
数の 2 倍以上であった。

・ 失効処理のタイプを新株予約権の表示項目の別
（「資本剰余金」と「その他の資本の構成要素」）
で整理した場合，IFRSタイプの失効処理ではそ
のすべてが「その他の資本の構成要素」を減少さ
せて「資本剰余金」を増加させるものであった。
新株予約権を発行当初から「資本剰余金」として
処理する場合，そもそも失効の事象が連結持分変
動計算書上で表示されないからである。日本基準
タイプの失効処理では，「資本剰余金」を減少さ
せて「利益剰余金」を増加させる処理と「その他
の資本の構成要素」を減少させて「利益剰余金」
を増加させる処理の件数はほぼ同じ程度であった。

まず，IFRS適用財務諸表において，新株予約権
を「資本剰余金」として表示する件数が最も多かっ
たことについては，IFRSの適切な運用という面で
はプラスの評価が可能である。「資本剰余金」とし
て処理する場合，新株予約権の発行における払込相
当部分を株式の払込金と同様に確定した拠出として
扱うものと考えるからである。次に件数が多かった

「その他の資本の構成要素」として処理する場合に
ついては，資本計上を行うものの，その他の包括利
益累計額とともに不確実性を有する項目として扱っ
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ている面があり，日本の会計制度の影響を受けてい
るとみられる。日本の会計制度の影響は失効の処理
にもみられた。新株予約権を「その他の資本の構成
要素」として処理し，失効時において「利益剰余金」
に振り替える処理では，日本の会計制度との整合性
が強調された。ただし，この処理についても，
IFRSの適用においては特段問題とされるものでは
ないと思われる。失効によって生じる持分の移転が
資本項目間で行われているからである。IFRSでは
振替えにおける具体的な表示項目が定められていな
い。しかしながら，新株予約権をその発行当初にお
いて「資本剰余金」として処理して，失効時に「利
益剰余金」に振り替える処理については，企業会計
の一般的な原則である資本剰余金と利益剰余金の区
別の観点からは問題があると指摘することができる。

IFRS適用財務諸表における新株予約権の取扱い
については，日本の会計制度の影響を受けているも
のの，全体を通して概ねIFRSが適切に適用されて
いるとみることができる。日本の会計制度との整合
性を確保するために，「資本剰余金」から「利益剰
余金」に振り替えるような処理がみられるが，これ
については今後実務で会計処理の整理がなされてい
くなかで調整がなされるものとみられる。日本の会
計制度を背景にしたIFRSの適用は，IFRSのローカ
リゼーションともいえ，コストを節約しながら
IFRSを適切に運用していく面で有益である。金融
庁による開示例も日本の会計制度との整合性をふま
えたものであり，日本の会計制度との整合性を確保
することは，日本の証券市場で作成・公表される連
結財務諸表の比較可能性を確保することにつながる
9 ）。IFRSの適切な運用は，ローカル・ルールのも
とで調整を加えながら実現していくことが必要であ
ると思われる。

なお，本稿で詳細に検討することができなかった，
新株予約権の表示項目に関する選択要因や失効の会
計処理における選択要因の問題については，実証的
な手法にもとづいて今後分析していく必要がある。

注
1 ）中野（2020b）では，IFRS適用をめぐる経緯を論じ

るにあたり，IFRS適用に関する議論が活発となった
2000年代後半から 3 つの期間区分を設けている（p. 
282）。具体的に，①アドプション推進期（2011年ま
で），②アドプション再考期（2011年～2013年），③任
意適用の拡大・ 4 基準併存期（2013年以降）の 3 つの

期間があげられている。2022年12月本稿執筆時点は③
に属しており，この期間においてはとくに強制適用の
議論が一転して任意適用の企業数を増加させる方針が
とられてきたことが強調される。任意適用の拡大につ
いては，安倍政権のもとでの成長戦略として閣議決定
された『日本再興戦略―JAPAN is BACK―』（2013）
を皮切りに，また，2014年以降においても「『日本再
興戦略』改訂2014；改訂2015；改訂2016」において打
ち出されており，その方針は継続して維持されている。

2 ）日本国内におけるIFRS適用に関するまとまった先
行研究としては，小津編（2017）『IFRS適用のエフェ
クト研究』や，中野編（2020）『IFRS適用の知見』が
あげられる。小津編（2017）は，IFRS適用のコスト・
ベネフィットを幅広くエフェクトとして捉え，IFRS
適用各国の適用後の制度的な状況および日本における
IFRS適用の事前の影響を検討している。中野編

（2020）についても，海外主要諸国におけるIFRS適用
前後の状況を検討し，とくに日本におけるIFRS任意
適用が会計数値および価値関連性に及ぼす影響を分析
している。

3 ）秋葉・羽根（2021）では，本稿が注目するIFRS適
用財務諸表における新株予約権の表示方法に関する論
点 が 扱 わ れ て い る。 さ ら に， 秋 葉（2021） で は，
IFRS適用財務諸表における新株予約権の表示に関す
る調査の概要が示されている。そこでは，新株予約権
が「資本剰余金」，「その他の資本の構成要素」，およ
び「新株予約権」などの項目で表示されていること，
また，そのような処理を実施した企業数も提示されて
いる。加えて，IFRS適用財務諸表において，新株予
約権が失効した際の取扱いについても言及しており，
新株予約権が失効した場合に「その他の資本の構成要
素」から「利益剰余金」に振り替えられているケース
が存在することが示されている。

4 ）株式コール・オプションを負債とするか資本とする
かの議論については，Ohlson and Penman（2005），
野口（2010）および川村（2010）などを参照のこと。

5 ）IFRS適用のエンフォースメントを論じる先行研究
については，ドイツやフランスといった欧州主要各国
の状況を扱うものが多いが，欧州におけるIFRS適用
のエンフォースメントの状況を包括的に述べているも
のに佐藤（2019）があげられる。また，松尾（2009）は，
金融商品取引法を前提にしてIFRS適用のエンフォー
スメントのあり方を論じている。

6 ）新株予約権の発行における払込相当部分を株式の払
込金と同一視する考え方については，野口（2004）を
参照のこと。

7 ）『日本再興戦略』におけるIFRSの任意適用企業の拡
大促進に関する記述は，2013年の初版から2016年の改
訂版まで継続してみられており，とくに2016年の改訂
版では，任意適用企業の拡大促進に加え，日本からの
国際的な意見発信，日本基準の高品質化，国際会計人
材の育成といった取組みが示されている。

8 ）IFRS 2では，権利確定後において資本合計に対す
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る事後的な修正を行うべきでないとしている。ただ
し，失効や満期消滅が生じた場合に発行体による資本
区分内でのある資本項目から他の資本項目への振替え
を妨げないとしている（paras. 23 and BC 218-BC 221）。

9 ）調査対象とされたIFRS適用財務諸表における資本
注記では，会社法の概念としての資本金および資本準
備金に関する補足説明も観察された。これは，会社法
という制度的な背景にもとづいてIFRS適用財務諸表
が作成・公表されているという状況を示唆している。
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